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監督実施状況の推移 

資料：厚生労働省労働基準局調べ。 
（注）  1．違反率は定期監督等実施事業場のうち違反のあった事業場の割合である。 
　　    2．年表示における、40は年度、その他は暦年による。 
　　    3．55年以降の適用事業場数、労働者数は、「事業所・企業統計調査」（総務省統計局）により算出したものであり、調査 
　　　  　が行われなかった年については前年と同数とした。 

 

昭和40 

45 

50 

55 

60 

平成 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19

件 

191,053 

233,946 

165,483 

167,850 

173,438 

156,401 

138,286 

154,109 

164,405 

162,366 

175,875 

164,611 

145,041 

153,563 

146,160 

147,773 

134,623 

131,878 

121,031 

122,793 

122,734 

118,872 

126,499

件 

46,717 

54,198 

40,576 

37,060 

32,777 

22,728 

20,376 

22,298 

25,283 

26,476 

27,036 

26,281 

27,138 

32,534 

34,097 

37,091 

39,068 

41,236 

43,474 

42,835 

41,407 

42,186 

42,234

件 

237,770 

288,144 

206,059 

204,910 

206,215 

179,129 

158,662 

176,407 

189,688 

188,842 

202,911 

190,892 

172,179 

186,097 

180,257 

184,864 

173,691 

173,114 

164,505 

165,628 

164,141 

161,058 

168,733

％ 

54.4 

70.4 

65.7 

64.2 

58.9 

57.7 

56.9 

58.6 

56.3 

56.7 

58.8 

54.0 

55.7 

54.6 

59.7 

58.8 

63.4 

62.7 

65.6 

67.1 

66.3 

67.4 

67.9

％ 

10.9 

10.8 

7.1 

6.4 

5.9 

4.8 

3.6 

4.1 

4.4 

4.3 

4.7 

4.4 

3.8 

4.1 

4.0 

4.1 

3.8 

3.8 

3.6 

3.6 

3.7 

3.6 

4.1

臨検監督実施事業場数 
その他の監督 定期監督等 計 

年 違反率 監督実施率 

詳細データ ①

④ 労働条件・労使関係

労働条件の確保・改善 

　全国では、約409万の事業場で約4,945万人の労働者が働いている（資料：平成18年事業所・企業統計調査（総務省統計局）より
算出）。労働者が安心して働ける職場環境を実現するためには、労働基準法などで定められた労働条件が確保され、また、その向上
が図られることが重要である。 
　そのため、各都道府県に労働局が、全国各地に労働基準監督署が設置されており、労働基準関係法令に基づいて事業場に立ち入り、
事業主に対し法令に定める労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定基準を遵守させるとともに、労働条件の確保・改善に取り
組んでいる。 
　労働条件の確保・改善を図る具体的な方法としては労働基準監督官が事業場に赴くことなどによる定期監督等（毎月一定の計画
に基づいて実施する監督のほか、一定の重篤な労働災害又は火災・爆発等の事故について、その原因究明及び同種災害の再発防止
等のために行う、いわゆる災害時監督も含む。）及び申告監督（労働者等からの申告に基づいて実施する監督）等がある。 
　また、労働基準監督官が行った監督指導等の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合には、労働基準監督官は、その刑事責
任を追求すべく刑事訴訟法に基づき特別司法警察員として犯罪捜査を行い、検察庁に送検する司法処分を行う。 

概　　要

労働条件の確保・改善対策

（１） 労働条件
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前年よりの繰越し 
前年対比 件　数 

要処理分 
前年対比 件　数 

年 
当年受理 

前年対比 件　数 
 

昭和61 
62 
63 

平成元 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19

 
27,634 
24,380 
20,581 
16,502 
15,088 
15,260 
18,706 
23,462 
24,964 
25,386 
25,537 
27,850 
33,554 
35,352 
38,743 
41,444 
43,898 
46,009 
43,423 
41,003 
40,234 
40,254

％ 
94.6 
88.2 
84.4 
80.2 
91.4 
101.1 
122.6 
125.4 
106.4 
101.7 
100.6 
109.1 
120.5 
105.4 
109.6 
107.0 
105.9 
104.8 
94.4 
94.4 
98.1 
100.0

 
4,968 
4,263 
3,609 
2,913 
2,451 
2,247 
2,439 
3,300 
4,574 
4,538 
4,043 
4,433 
4,758 
6,123 
5,764 
6,488 
6,422 
6,954 
6,795 
6,072 
5,442 
4,724

％ 
95.9 
85.8 
84.7 
80.7 
84.1 
91.7 
108.5 
135.3 
138.6 
99.2 
89.1 
109.6 
107.3 
128.7 
94.1 
112.6 
99.0 
108.3 
97.7 
89.4 
89.6 
86.8

 
22,666 
20,117 
16,972 
13,790 
12,637 
13,013 
16,267 
20,162 
20,390 
20,848 
21,494 
23,417 
28,796 
29,229 
32,979 
34,956 
37,476 
39,055 
36,628 
34,931 
34,792 
35,530

％ 
94.3 
88.8 
84.4 
81.3 
91.6 
103.0 
125.0 
123.9 
101.1 
102.2 
103.1 
108.9 
123.0 
101.5 
112.8 
106.0 
107.2 
104.2 
93.8 
95.4 
99.6 
102.1

申告処理状況の推移 

資料：厚生労働省労働基準局調べ。 

詳細データ ②

年 全業種 製造業 建設業 商　業 

昭和40 
45 
50 
55 
60 

平成  2 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 

1,126 
1,726 
1,363 
1,531 
1,328 
1,270 
1,240 
1,310 
1,411 
1,264 
1,209 
1,262 
1,385 
1,346 
1,328 
1,399 
1,339 
1,290 
1,219 
1,277

（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 
（100.0） 

485 
524 
410 
407 
424 
325 
324 
324 
349 
247 
298 
316 
342 
315 
322 
346 
312 
303 
286 
308

（43.1） 
（30.4） 
（30.0） 
（26.6） 
（31.9） 
（25.6） 
（26.1） 
（24.7） 
（24.7） 
（19.5） 
（24.6） 
（25.0） 
（24.7） 
（23.4） 
（24.2） 
（24.7） 
（23.3） 
（23.5） 
（23.5） 
（24.1） 

406 
815 
639 
780 
626 
710 
654 
681 
735 
676 
589 
597 
637 
624 
568 
593 
571 
525 
470 
458

（36.1） 
（47.2） 
（46.9） 
（51.0） 
（47.1） 
（55.9） 
（52.7） 
（52.0） 
（52.1） 
（53.5） 
（48.7） 
（47.3） 
（46.0） 
（46.4） 
（42.8） 
（42.4） 
（42.6） 
（40.7） 
（38.6） 
（35.9） 

23 
49 
49 
78 
75 
56 
57 
76 
87 
83 
83 
87 
102 
106 
121 
122 
113 
106 
97 
122

（2.0） 
（2.8） 
（3.6） 
（5.1） 
（5.6） 
（4.4） 
（4.6） 
（5.8） 
（6.2） 
（6.6） 
（6.9） 
（6.9） 
（7.4） 
（7.9） 
（9.1） 
（8.7） 
（8.4） 
（8.2） 
（8.0） 
（9.6） 

主要業種別司法事件数の推移 

資料：厚生労働省労働基準局調べ。 
（注）  括弧内は、全業種中に占める割合である。 

詳細データ ③


